
早
期
支
援
に
よ
る
「貧
困
の
連
鎖
」の
防
止 

「参
加
」と
「自
立
」へ 

 生活保護受給家庭等 
 のこども 
 

（家庭環境により学習が困難、孤立 
 しがち など） 

 生活困窮、孤立状態に 
 ある又はそのおそれの 
 ある若者 
 

(ひきこもり、中退者、ニート など） 

訪問強化 

「貧困の連鎖」の防止のための取組 

【「生活支援戦略」中間まとめ（抜粋）】 
○「貧困の連鎖」の防止のための取組 

   「貧困の連鎖」の防止等の観点から、地域において教育関係機関と福祉関係機関等が連携して、幼年期・学齢期の子どもや高校中退者、不登校
者及び課題を抱える家庭等に対する養育相談や学び直しの機会の提供も含めた学習支援を積極的に展開する。 

○家庭に対する 
 養育相談 

○就労支援 
 （就労準備支援、ハローワー 
  ク等） 

 ○社会参加支援 
   （地域における「居場所」等を 
   活用） 
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子どもや若者への相談・支援に当たっては、 
○教育機関、○保健・医療機関、○矯正・更正保護施設等、 
○地域におけるその他相談機関、○NPO、社会福祉法人等、○学生ボランティア 
を活用・連携 
 

アウトリーチ（訪問）を重視 した相談対応 

○子どものための 
 学習支援 

○居場所づくり 
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